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※令和元年度主任相談支援専門員養成研修、令和７年度相談支援従事者指導者養成研修会の資料を
ベースに作成をしています



本科目のねらい

１．基幹相談支援センター設置経緯や運営形態を理解す

ることで、さらなる設置促進と地域の中での基幹相談

支援センターの役割や機能を明確化する取り組みに

繋げる。

２．基幹相談支援センターの役割を理解することで、各事

業の推進と地域での浸透に繋げていく。

３．相談支援従事者養成研修の中での主任相談支援専

門員及び基幹相談支援センターの役割の理解を促進

する。
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１ 基幹相談支援センターの
設置経緯と設置形態及び設置状況
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基幹相談支援センターの設置経緯

・1996年 国の補助による相談支援（相談支援従事者の配置）

・2003年 支援費制度に伴う一般財源化（ケアマネジメント）

・2006年 自立支援法に伴う個別給付化（法的な位置づけ）

・2012年 総合支援法に伴う計画相談支援及び地域相談支援、障

害児相談支援（支給決定プロセス）

・相談支援の拡充により、「地域資源の不備や地域課題の解決に

向けた取り組み」「相談支援従事者（相談支援専門員）の後ろ盾

と育成」が高まり、「基幹相談支援センター」が位置付けられた
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基幹相談支援センターの設置経緯による差異

基幹相談支援センターとして十分機能
していない

基幹相談支援センターとして十分機能
している

基幹相談支援センターの役割や機能
が不明確

基幹相談支援センターの役割や機能
が明確

結果として起こっていること
・専従職員が配置されていない率が高い。
・相談支援事業所と併設のため、業務の内容が分
離できない。
・支援困難事例の相談に対応し切れていない。
・協議会との連携がうまくいっていない。
・利用計画の評価をしている割合が少ない。
・地域移行に関する専門職間のネットワーク作り
をしている事業所が少ない。
・権利擁護に関しては地域の実態把握、普及・啓
発まで実施できていない。
・日曜日の窓口を休みにしているところが多い。

結果として起こっていること
・専従職員が配置されている率が高い。
・基幹センターとしての業務の内容を実施。
・支援困難事例の相談に対応している。
・協議会との連携がうまくいっている。
・利用計画の評価をしている割合が高い。
・地域移行に関する専門職間のネットワーク作り
をしている事業所が多い。
・権利擁護に関しては地域の実態把握、普及・啓
発まで実施している。
・日曜日の窓口を開いているところが多い。

検討などがなく、とにかく設置 協議会などで検討

平成25年度障害者総合福祉推進事業 基幹相談支援センターの実態とあり方に関する調査研究より（一部修正）
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基幹相談支援センターの設置（留意点）

・基幹相談支援センターの役割と相談支援事業と役割の整理

（重層的な相談支援体制の構築）

・市町村行政とのパートナーシップ（中立性と公平性の担保）

・人口規模による工夫（大規模地域では、担当エリア、サテライト型

、などの工夫があり、小規模地域では、市町村の相談窓口や他

分野の相談窓口との連携及び協働、などの工夫）

・設置に向けては、市区町村行政との共有（目的や役割）、協働作

業が必須。中立公平性を担保しながら、地域や関係機関と連携

し協働する形ができ、協議会の活用につながっていく

令和元年度主任相談支援専門員養成研修

2019年度 基幹相談支援センター設置促進のための手引き（公益社団法人日本社会福祉士会作成を一部引用）
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２ 基幹相談支援センターの役割
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基幹相談支援センターは、地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務（身体障害・知的障害・精
神障害）及び成年後見制度利用支援事業を実施し、地域の実情に応じて以下の業務を行う。
※ 平成２４年度予算において、地域生活支援事業費補助金により、基幹相談支援センターの機能強化を図るための、①専門的職員の配置、②地域
移行・地域定着の取組、③地域の相談支援体制の強化の取組に係る事業費について、国庫補助対象とした。

また、社会福祉施設等施設整備費補助金等により、施設整備費について国庫補助対象とした。

基幹相談支援センターの役割のイメージ（法改正前）

主任相談支援専門員、相談支援専門員、
社会福祉士、精神保健福祉士、

保健師等

総合相談・専門相談

地域移行・地域定着権利擁護・虐待防止

地域の相談支援体制の強化の取組

・成年後見制度利用支援事業

・虐待防止
※ 市町村障害者虐待防止センター（通報受理、
相談等）を兼ねることができる。

障害の種別や各種ニーズに対応する

・ 総合的な相談支援（３障害対応）の実施

・ 専門的な相談支援の実施

・入所施設や精神科病院への働きかけ

・地域の体制整備に係るコーディネート

運営委託等

相談支援
事業者

相談支援
事業者

相談支援
事業者

児童発達
支援センター

基幹相談支援センター

（相談支援事業者）

協 議 会

・相談支援事業者への専門的指導、助言

・相談支援事業者の人材育成

・相談機関との連携強化の取組

【平成30年度設置市町村数：650】
（一部共同設置）
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基幹相談支援センターに求められる役割

【 総合相談・専門相談 】

・ワンストップ機能（受け止め、つなぐ）と側面（後方）的支援

の整理 （断らない相談って・・・？）

・支援者が困難と感じている（世帯や家族、支援拒否、など）

方への入り口や広域調整が必要な相談支援の在り方

・ライフステージに沿った伴奏型の相談支援

・発達障がいや医療的ケアを伴う方への支援

・共生社会の実現へ向けた架け橋となる相談支援

・災害時における支援の在り方

などなど・・・
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基幹相談支援センターに求められる役割

【 地域の相談支援体制の強化の取組 】

相談支援事業者への専門的指導、助言

・個別支援を通した（面接場面やケア会議、など）関わり

・サービス等利用計画及び障害児支援利用計画を通した

関わり

・相談支援事業者が集える場の設置と活用

・制度の理解と啓発活動（報酬改定、自立生活援助など）

・新たな事業所の設置促進に関する取り組み

・重層的な相談支援や多職種多領域との協働を意識した

（地域の実情に沿った）相談支援体制の構築

などなど・・・
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基幹相談支援センターに求められる役割

【 地域の相談支援体制の強化の取組 】

相談支援事業者の人材育成

・基幹相談支援センターの設置促進と主任相談支援専門

員の配置

・事業所や法人を超えた、定期的な小グループによる

スーパービジョンや事例検討

・地域における実地教育（ＯＪＴ）やスーパーバイズの啓発

・相談支援従事者養成研修の新カリキュラムにおける基幹

相談支援センターの役割

・地域に応じた研修の開催

などなど・・・
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モニタリング結果の検証
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基幹相談支援センターに求められる役割

【 地域の相談支援体制の強化の取組 】

相談機関との連携強化の取組

・他職種、他領域、とのネットワーク構築

日常業務の中で、子ども、子育て、教育、医療、就労、

法律、などの機関との関係性が取れているか

・地域共生社会（包括的な相談支援体制）の実現に向けた

取り組み・・・断らない相談って？

・地域生活支援拠点等の整備

・地域のありふれた資源の活用

・災害時における支援体制

・基幹相談支援センター同士の連携

などなど・・・
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基幹相談支援センターに求められる役割

【 権利擁護・虐待防止 （支援を受けた意思決定） 】

相談支援＝相談支援を駆使した生活支援＝権利擁護・虐待防止

成年後見制度利用支援事業

・成年後見制度の活用と後見人とのチーム作り

虐待防止

・虐待防止センターの評価と、虐待の背景や状況の分析

を行い、具体的な防止に向けた取り組み

・日常生活自立支援事業の活用

などなど・・・
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３ 基幹相談支援センターと
主任相談支援専門員の役割

～協議会の活用と人材育成～
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協議会を活用した相談支援体制構築

• 協議会において、通年テーマを設定

• 協議会委員や部会を中心に、アンケート実施

• 集計したデータを分析

• 必要な相談支援体制をデザイン

• 相談支援体制の強化と、地区担当制

• 市民センターや包括支援センター、障害種別
や年代を問わない相談窓口と他機関連携ネ
ットワークの構築へ向けた一歩
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相談支援従事者養成研修の充実へ向けた
議論の中での役割

令和元年度主任相談支援専門員養成研修

・相談支援専門員は、経験を積み重ねても自己の振り返りが必
要な業務ですが、日常業務に追われてしまい、そのような機会
を得ることが難しい状況。

・自らの支援について他者から助言・指導を受ける機会が少な
いことから、助言等を期待して研修を受講される方も多い。

・そのため、研修の「合間」に基幹相談支援センター等に出向い
て実地研修を組み入れることで、研修後も基幹相談支援センタ
ー等で継続して相談・助言等が受けられる機会を作ることが目
的。
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相談支援従事者養成研修の充実へ向けた
議論の中での役割

令和元年度主任相談支援専門員養成研修

• 初任者研修及び現任研修の新カリキュラム案では、研修期
間に合間を取り、地域での相談支援体制や、協議会の状況
をアセスメント「地域アセスメント」してくるような課題が予定

→ 当然受講生は、基幹相談支援センターを頼るはず

• また、同様に「個別支援」に関する助言や指導を地域で受け
てくる課題もあり、チームアプローチや見立てと手立てなどに
関する相談をしてくるような課題も予定

→ 当然受講生は、基幹相談支援センターを頼るはず
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相談支援従事者養成研修の充実へ向けた
議論の中での役割

令和元年度主任相談支援専門員養成研修

• 研修での実地研修の実施によって、指定特定相談支援事業
所と基幹相談支援センターとの連携が始まる

• 顔を合わせることでつながりができる。

• 基幹相談支援センターの役割を知ることで、相談できる相手
が地域にあることを学ぶ（孤立感の解消）

• 研修後、基幹相談支援センターを中心とした相談体制の構築

• 相談支援専門員連絡会の定期的な開催、支援困難事例（多
職種連携）への相談・助言、事例検討を通して支援強化等

• 制度理解（各種加算の有効活用）
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主任相談支援専門員

令和元年度主任相談支援専門員養成研修

• 主任相談支援専門員の事業所（基幹相談支援センター、
など）での役割

• 主任相談支援専門員の法人での役割

• 主任相談支援専門員の協議会での役割

• 主任相談支援専門員の地域での役割

• 主任相談支援専門員としての「あなた」の役割
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人を動かす原則

①批判も非難もしない

②率直で誠実な評価を与える

③人の立場に身を置き、強い欲求を起させる

~D・カーネギー著「人を動かす」（創元社）より~
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みんな

なかよく
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